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アトランタ、アテネオリンピックで女子バレーボール日本代表として活躍し、現在は女子バ 

レーボールチーム「アルテミス北海道」監督の成田郁久美さんによる「バレーボール教室」と、

スポーツを通して心身の健やかな成長を育むことの大切さを保護者に認識してもらうことを目的

とした、「コーチ・ペアレンツ講習会」を開催します。この機会にぜひ、参加してみませんか。 
 

内容 時間 参加対象 定員 

バレーボール教室 
午前１０時～１１時３０分 

（受付：午前９時45分～） 
町内小・中・義務教育学校前期・後期課程の児童 ４０人 

コーチ・ペアレンツ講習会 
正午～午後１時 

（受付：午前11時45分～） 
スポーツ活動を行う子どもの指導者・保護者 なし 

 

【日  程】８月２６日（土） 

【会  場】中湧別総合体育館 

【講  師】成田郁久美 さん 

【持 ち 物】上靴、タオル、飲み物 

【参 加 料】無料 ※スポーツ安全保険などの傷害保険に加入してください。 

【申込方法】８月７日（月）までに申し込みフォームでお申し込みください。 

【保  険】スポーツ安全保険に加入を希望される方は、教育委員会社会教育 

課までご連絡ください。 

【問い合わせ先】湧別町教育委員会社会教育課 社会教育グループ 

      ℡５－３１３２ メールアドレス shakyo@town.yubetsu.lg.jp 

〈目次〉 
「バレーボール教室」「コーチ・ペアレンツ講習会」 開催 １ 
土木技術職員・保健師 募集        ２ 
遠軽地区広域組合消防職員 募集      ３ 
６カ月～１１歳新型コロナワクチン接種   ４ 
ひとり親家庭の方へ 「児童扶養手当」制度 ５ 
「げんきの森で遊び隊」参加者募集     ６ 
折り紙マンダラ講座 
子育て支援センター８月の予定表      ７ 
ゴミ収集日の変更             ８ 
 

 
夏の粗大ゴミ収集             ９ 
インターネット専用宝くじ「クイックワン」 10 
８月の当番病院 
令和５年台風第２号等大雨災害義援金    11 
北見年金事務所 出張相談所        12 
お墓をきれいにしましょう 
介護保険負担限度額認定制度        13 
(仮称)上湧別地区義務教育学校 整備工事  14 
道路および橋の工事にともなう交通規制    
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令和６年度採用予定の町職員（正職員）を、次のとおり募集しています。 
 

◆共通事項【採用予定日】令和６年４月１日 

【応募資格】●日本国籍を有する方 

           ●町内に在住する方、または採用予定日までに居住する予定の方 

           ●普通自動車免許を所持している方、または採用後取得する意思のある

方（ＡＴ限定可） 

●地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方 

【勤務場所】湧別町役場 

【勤務時間・休暇】湧別町職員の勤務時間、休暇などに関する条例の規定によります。 
 

試験区分 土木技術職員 保健師 

採用予定人数 １人 １人 

受験資格 

平成６年４月２日以降に生まれた方で、学校教

育法による大学、短期大学、高等専門学校、専

修学校および高等学校の専門課程において、土

木に関する科目を履修し、卒業または令和６年

３月までに卒業見込みで、１級・２級土木施工

管理技士の資格を有している、または採用後に

資格を取得する意思のある方。 

平成６年４月２日以降に生まれた方で、保健師の

資格を有している、または令和６年４月１日まで

に資格を取得見込みの方。 

給与など 湧別町職員の給与に関する条例の規定によります。 
湧別町職員の給与に関する条例の規定によります。  

初任給：191,700円（年齢・前歴等により加算あり） 

就業時 

資金貸付 

就業時準備金として２０万円をお貸しします。 

※５年間在職で返還免除 

修学中に借りている奨学金がある場合は、その返

還資金として上限３００万円を、奨学金の借り入

れがない方には、就業時準備金として８０万円を

お貸しします。※５年間在職で返還免除 

応募方法 

下記の書類を、○上総務課へ持参または郵送してください。 

①町指定の申込書（○上総務課および○湧福祉課に備えてあります） 

②成績証明書（最終学歴のもの） 

③卒業証明書または卒業見込証明書（最終学歴のもの） 

④土木施工管理技士合格証明書の写し（土木技術職員申込者のみ） 

⑤保健師免許証の写し（保健師申込者のみ） 

応募期限 ９月１５日（金）まで ８月３１日（木）まで 

面接試験 

採用の可否は、10 月下旬に予定している面接試

験にて決定します。 

面接日は後日文書にて通知します。 

採用の可否は、９月中旬に予定している面接試験

にて決定します。 

面接日は後日文書にて通知します。 

土木技術職員・保健師を募集します（正職員） 
○上総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 
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【採用職種】遠軽地区広域組合消防職員 

【職務内容】消火・救急・救助などの消防業務全般（救急救命士が行う業務含む） 

【採用予定人数】若干名 

【採用予定日】令和６年４月１日 

【受験資格】●大学卒採用試験：平成１１年４月２日以降に生まれた方で、大学を卒業または令 

和６年３月までに卒業見込みの方、救急救命士の資格を有する 

方、令和６年３月３１日までに救急救命士の資格取得見込みの方  
 

●高校卒採用試験：平成１１年４月２日以降に生まれた方で、高校を卒業または令

和６年３月までに卒業見込みの方、救急救命士の資格を有する

方、令和６年３月３１日までに救急救命士の資格取得見込みの方  
 

     ●共 通 事 項：準中型自動車運転免許（ＡＴ限定不可）を有するまたは採用ま 

でに取得見込みの方で、遠軽町・湧別町・佐呂間町のいずれか 

に居住可能な方 

また、日本国籍を有し、地方公務員法第１６条に規定する欠格 

条項に該当しない方 

※その他身体要件などがありますので、詳しくはお問い合わせください。 
 

【試  験】第１次試験 日程：９月１７日（日） 午前９時４５分～午後３時１５分 

会場：遠軽町芸術文化交流プラザ「メトロプラザ」（遠軽町岩見通南１丁目）  

内容：筆記試験（教養）、職場適応性検査、筆記試験（論文） 

第２次試験 日程：１０月中旬予定 

会場：第１次試験合格者に通知します。 

内容：体力測定、面接試験 
 

【申込方法】試験申込書と受験票（消防署および各出張所、遠軽地区広域組合 

ホームページに備えてあります）を、持参または郵送により提出 

してください。 

郵送の場合は封筒の表に「試験申込書在中」と朱書きし、受験票返信用として８４円 

切手を貼った封筒（長形３号定形・あて先明記）を必ず同封してください。 

受験票は受付終了後に返送しますが、９月８日（金）までに受験票が到着しない 

場合はお問い合わせください。 
 

【受付期間】８月１０日（木）まで 

持参：午前８時４５分～午後５時３０分（土・日曜日、祝日を除く） 

郵送：８月１０日（木）までの消印有効 

 

【申 込 先】遠軽地区広域組合消防本部 総務課 

      ℡０１５８－４２－７６００（内線５０５） 

〒０９９－０４９２ 遠軽町１条通北３丁目１番地 

 

遠軽地区広域組合消防職員を募集します 
遠軽地区広域組合 消防本部 総務課 ０１５８－４２－７６００ 

令和５年７月２５日発行 No.332 
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 国では、新型コロナワクチンを無料で接種できる期限を、令和６年３月３１日まで延長してい

ます。国の方針を踏まえ、湧別町では生後６カ月から１１歳児の令和５年度の新型コロナ予防接

種について、次のとおり実施しています。 
 

 初回接種 追加接種 

接種時期 令和６年３月３１日まで ８月下旬まで 

対 象 者 ６カ月～１１歳で初回接種が未接種の方 
初回接種を終了し、最後に接種した日から

３カ月以上経過した５～１１歳の方  

ワクチン 

ファイザー社製１価ワクチン 

①６カ月～４歳用 

②５～１１歳用 

ファイザー社製２価ワクチン 

５～１１歳用（オミクロン株対応） 

接種回数 

①６カ月～４歳  ３回 

②５～１１歳   ２回 

※それぞれのワクチンを１度でも接種した

場合は、対象年齢を過ぎた場合でも、同一

のワクチンで規定の回数を接種すること

になります。 

１回 

接種場所 遠軽厚生病院  遠軽厚生病院、コスモスクリニック 

案内 

予約方法 

新たに初回接種および追加接種の対象となる方には、順次、 

接種日や予約方法のご案内を郵送しています。接種を希望 

する方は案内文を参照し、遠軽町コールセンター、遠軽町 

ホームページまたは遠軽町ＬＩＮＥからお申し込みくださ 

い。（予約には接種券番号が必要です） 

※接種は強制ではありません。保護者の判断で受けてください。 

※９月以降の追加接種の詳細は未定です。国の方針が決まり次第お知らせします。 
 

【接種券をお持ちの方】・過去に発行された未使用の接種券をお持ちの方は、引き続き使用できます。 

・接種券がお手元にある方で、１度も接種せずに１２歳（誕生日の前日から該 

当）に達した方は１２歳以上の予防接種の対象となり、接種場所やワクチンが 

異なります。 

※ご不明な場合は町のホームページなどで確認していただくか、○湧健康こども課 

までお問い合わせください。 
   

【そ の 他】町外から転入された方で接種を希望する場合は、○湧健康こども課 

までお問い合わせください。 
 

【ワクチンに関する情報】詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html 

 

６カ月～１１歳の新型コロナワクチン接種を行います 
○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

厚生労働省 

ホームページ 

令和５年７月２５日発行 No.332 
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児童扶養手当とは、父母の離婚などによる、ひとり親家庭の生活安定と自立を促し、子どもの福祉

増進を図ることを目的に支給される手当です。 
 

【対象児童】●１８歳までの児童（１８歳に達して最初の３月３１日までの児童） 

●心身に一定程度の障がいがある児童で、満２０歳に到達する前の児童 

【受給資格】下記のいずれかにあてはまる、対象児童を監督保護している父または母など 

●父母が離婚した児童 

●父または母が死亡した児童 

●父または母が重度の障がいの状態にある児童 

●母が未婚のまま出産した児童 など 

【支 給 額】１人目  ：月額４４,１４０円 

      ２人目  ：月額１０,４２０円を加算 

      ３人目以降：１人につき月額６,２５０円を加算 

※対象者と同居扶養義務者の所得額によっては、支給額が減額される場合があります。  

※手当額および加算額は物価の上下に応じて支給額が変わります。 

【受給方法】北海道より、年６回（奇数月）口座に振り込まれます。 
 

◆すでに受給している方 

下記の書類を毎年提出する必要があります。未提出の場合、受給資格がなくなります。 

８月３１日（木）までに忘れずに提出してください。 

●現況届 

  ８月１日現在の状況を記載してください。引き続き受給資格があるか確認します。 

  ※現況届は８月初旬までにご自宅へ郵送します。 

●一部支給停止適用除外事由届 

 該当者のみ提出が必要です。手当を一定期間（５年または７年）受給した方は受給額が半額 

になりますが、就業や求職活動をしている方は、期限内に届け出をすることで今までどおり 

の額を受給することができます。 
 

◆新たに受給を希望する方 

 ○湧健康こども課に児童扶養手当認定請求書などを提出する必要があります。詳しくは、○湧健

康こども課へお問い合わせください。 

 

 

北海道では、ＷＥＢサイト「介護のしごと」でさまざまな情報を発信して、介護のしご 

 とを分かりやすく紹介しています。介護のしごとに関心がある方は必見です！ 
 

 主なコンテンツ 

  ●介護のしごととは    ●介護のしごとを目指す方へ 

●介護の資格を持つ方へ  ●動画でわかる！介護のしごと 

●介護のしごとインタビュー＆コラム 

 

 
北海道 介護のしごと 検 索 

「児童扶養手当」制度のお知らせ 
 ○湧健康こども課 児童支援G ５－３７６５ 

介護のしごと 

令和５年７月２５日発行 No.332 
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 森林や木材に親しむことを目的に「げんきの森で遊び隊」イベントを開催します。 
 

【日  時】８月２６日（土） 午前９時３０分～午後４時 
 

【場  所】五鹿山公園キャンプ場実習ロッジ（北兵村二区） 
 

【内  容】＜午前の部＞ 間伐体験（手ノコギリを使用し直径１０㎝前後の木を伐る） 

＜午後の部＞ グリーンウッドワーク（間伐体験で切った木を使用し、バターナイフを作製） 
 

【講  師】間伐体験  ：湧別町役場職員 

      グリーンウッドワーク：木育マイスター 草刈万里子さん 
 

【対  象】町内にお住まいの小学４年生以上の児童とその保護者 
 

【参 加 料】１人１００円 
 

【定  員】５組程度 ※申込みが多い場合は抽選となることがあります。 
 

【服  装】帽子・長袖・長ズボン・運動靴など動きやすい服装、長靴（山に入るため） 
 

【持 ち 物】手袋、虫よけスプレー、昼食、飲み物、（雨天時はカッパ、着替え） 
 

【申 込 先】○湧水産林務課または右記の二次元バーコードからお申込みください。 
 

【申込期限】８月１４日（月）まで 
 

【主  催】湧別町げんきの森活動委員会 
 

【そ の 他】荒天の場合は実習ロッジ内でグリーンウッドワークを実施し午前で終了します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

折り紙を「マンダラ」風に折りあげる、「折り紙マンダラ講座」を開催します。折り紙遊びを

楽しんだ幼いころを思い出しながら、一緒に作ってみませんか。 
 

【日  時】８月３０日（水） 午前１０時～１１時３０分 

【場  所】湧別子育て支援センター（栄町） 

【対  象】町内に居住する乳幼児をもつ保護者  

【定  員】５人程度 

【申込期限】８月２３日（水）まで 

【申 込 先】湧別子育て支援センター ℡５－２４３２ FAX５－２２３７ 

電子メールでも受け付けています。保護者氏名・住所・連絡先・託児の有無・ 

お子さんの氏名と年齢を入力して送信してください。 

メールアドレス suku.suku@town.yubetsu.lg.jp 

【そ の 他】託児希望の方はお子さんの着替えやオムツ・水分補給用飲料水などご持参ください。 

「折り紙マンダラ講座」を開催します 
○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 湧別子育て支援センター ５－２４３２ 

子育て支援センター 

メールアドレス 

「げんきの森で遊び隊」 隊員（参加者）を募集します 
○湧水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 

令和５年７月２５日発行 No.332 
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子育て支援センターでは、親子が一緒に楽しく遊ぶ育児学級や、お母さんのための講座などさ

まざまな活動を行っています。乳幼児とその保護者の方であれば、どなたでも利用できますので、

ぜひ一度遊びに来てみてください。 
 

日 育児学級など 湧別子育て支援センター開放 

１（火） ★育児学級げんき（湧別子育て支援センター）         午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

２（水）  午前9時～午後5時 

３（木） ★育児学級ぴよぴよ（上湧別コミュニティセンター）      午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

４（金） ★育児学級げんき（上湧別コミュニティセンター）       午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

５（土）  午前9時～午後5時 

６（日） 閉館  

７（月） 乳幼児相談（湧別子育て支援センター）※申し込み必要     午前10時～正午 午後1時～午後5時 

８（火） 
★育児学級げんき（湧別子育て支援センター）         午前10時～11時30分 

リーディング倶楽部たんぽぽ 読み聞かせ会 ※申し込み不要  午前11時～11時15分 
午後1時～午後5時 

９（水） ★育児学級行事：海遊び（三里浜キャンプ場）※申し込み必要  午前10時～11時15分 午前9時～午後5時 

１０（木） ★育児学級ぴよぴよ（上湧別コミュニティセンター）      午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

１１（金） 閉館  

１２（土）  午前9時～午後5時 

１３（日） 閉館  

１４（月） ★育児学級ぴよぴよ（湧別子育て支援センター）        午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

１５（火） ★育児学級げんき（湧別子育て支援センター）         午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

１６（水）  午前9時～午後5時 

１７（木） ★育児学級ぴよぴよ（上湧別コミュニティセンター）      午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

１８（金） ★育児学級げんき（上湧別コミュニティセンター）       午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

１９（土）  午前9時～午後5時 

２０（日） 閉館  

２１（月） ★育児学級ぴよぴよ（湧別子育て支援センター）        午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

２２（火） ★育児学級げんき（湧別子育て支援センター）         午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

２３（水） ★出張育児学級（芭露保育所）                午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

２４（木） ★育児学級ぴよぴよ（上湧別コミュニティセンター）      午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

２５（金） ★育児学級げんき（上湧別コミュニティセンター）       午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

２６（土）  午前9時～午後5時 

２７（日） 閉館  

２８（月） ★育児学級ぴよぴよ（湧別子育て支援センター）        午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

２９（火） ★育児学級げんき（湧別子育て支援センター）         午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

３０（水） 折り紙マンダラ講座（湧別子育て支援センター）※申し込み必要 午前10時～11時30分 午後1時～午後5時 

３１（木） ★育児学級ぴよぴよ（上湧別コミュニティセンター）      午前10時～11時30分 午前9時～午後5時 

※町内に実家があり、里帰り出産などで帰省されている方であっても、お申し込みいただければ 

利用できます。 

※湧別子育て支援センター開放は、親子で一緒に遊んだり絵本を読んだり、自由に過ごせます。 

※乳幼児相談や講座、育児学級行事には申し込みのうえご利用ください。 

★育児学級は、事前登録制です。妊婦の方も対象です。湧別子育て支援センターへ直接または 

ファクス（FAX５－２２３７）にてお申し込みください。 

子育て支援センター８月の予定表を掲載します 
○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 湧別子育て支援センター ５－２４３２ 

令和５年７月２５日発行 No.332 
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お盆時期にともない、ゴミ収集日を次のとおり変更・休止します。健康カレンダーをご確認の

うえ指定された日に排出してください。 

また、８月１５日（火）は、上湧別廃棄物処理場のゴミ受け入れを休止しています。お間違え

のないようご注意ください。 

 

地区 収集品目 収集日 

旭・5の3・5の2 

段ボール・新聞・雑誌・ 

紙パック・蛍光灯 
８月１５日（火）→８月２２日（火） 

燃やすゴミ ８月１６日（水）→８月１７日（木） 

東町・北町・中町・南町 

段ボール・新聞・雑誌・ 

紙パック・蛍光灯 
８月１５日（火）→８月２２日（火） 

燃やさないゴミ ８月２３日（水）→８月３０日（水） 

５の１・屯市 

段ボール・新聞・雑誌・ 

紙パック・蛍光灯 
８月１５日（火）→８月２２日（火） 

燃やすゴミ ８月１５日（火）→８月１８日（金） 

燃やさないゴミ ８月１６日（水）→８月２３日（水） 

南兵村・開盛 

段ボール・新聞・雑誌・ 

紙パック・蛍光灯 
８月１５日（火）→８月２２日（火） 

燃やすゴミ ８月１５日（火）→８月１８日（金） 

燃やさないゴミ ８月１６日（水）→８月２３日（水） 

富美 

段ボール・新聞・雑誌・ 

紙パック・蛍光灯 
８月１５日（火）→８月２２日（火） 

燃やすゴミ ８月１６日（水）→８月１７日（木） 

港町・曙町・緑町・栄町 

錦町 

空き缶・紙パック・ 

プラ類・発泡 
８月１６日（水）→８月２３日（水） 

空き瓶・ペット・新聞・ 

段ボール・雑誌・乾電池 
８月２３日（水）→８月３０日（水） 

川西・信部内 燃やすゴミ ８月１６日（水）→８月１７日（木） 

東・福島・芭露・上芭露 

東芭露・西芭露 
燃やすゴミ ８月１５日（火）→８月１８日（金） 

 

 

 

 

お盆のためゴミ収集日が変わります 
○上住民税務課 住民生活G ２－５８６３ 

令和５年７月２５日発行 No.332 
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次のとおり粗大ゴミ収集を行います。午前８時までにゴミステーションなどの回収拠点に排出

をお願いします。 

 

 

※作業の進み具合により、収集の日程がずれ込むことがあります。 
 

【粗大ゴミの出し方】 

●粗大ゴミ専用シールを指定ゴミ袋等取扱店で購入して、ゴミ 

に直接貼ってください（値段は右記のとおり）。粗大ゴミ専 

用シールは、上湧別・湧別両地区どちらも使用可能です。 

●ゴミはそのままか、ひもで束ねてください。段ボール箱に詰め  

たり、一緒に出した家具の中にしまったりしないでください。 

●ゴミ１個につきシールを１枚貼ってください。ただし、一般 

 的に１セットとみなされるものは、ひもなどで束ねてひとま 

とめにすることで１個とします。 
 

ひとまとめにできるもの(例) ひとまとめにできないもの(例) 

●スキーとストック  ●かけ布団と敷布団１枚ずつ 

●ゴルフクラブ一式  ●タンスとその引き出し 

●木の枝（長さ70cm以下、１束の直径を50cm以下にして縛る） 

●スキーと竹ほうき 

●布団でスキーをくるむ 

 

【排出できないもの】 

排出できないもの 排出方法 

●一辺の最大長さが２.５mを超えるもの 

●１個の重さが60kgを超えるもの 

燃やすゴミは「えんがるクリーンセンター」へ、 

燃やさないゴミ・鉄類のゴミは 

「上湧別廃棄物処理場」へ、 

それぞれ分けて直接搬入してください。 

●家電リサイクル品目（冷蔵庫、冷凍庫、 

洗濯機、テレビ、エアコン） 

●タイヤ、バッテリー、消火器、ガスボンベ 

販売店などに引き取りを依頼してください。 

●事業所から排出される産業廃棄物 町による収集の対象外です。 

●衣類や小物類などゴミ袋で排出できるもの 一般ゴミの収集日に排出してください。 

 

収集日 収集地区 

８月 ３日（木） 旭・5の3・5の2・東町・北町・中町・南町 

８月 ４日（金） 5の1・屯市・南兵村・開盛・富美 

８月２４日（木） 港町・曙町・緑町・栄町・錦町 

８月２５日（金） 芭露・上芭露・東芭露・西芭露・志撫子・計呂地 

８月２６日（土） 川西・信部内・登栄床・東・福島 

一辺の最大長さ 料 金 

１ｍ未満 ２００円 

１ｍ～２.５ｍ ４００円 

夏の粗大ゴミ収集を行います 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

 

【１ｍ～２.５ｍ＝４００円】 

【１ｍ未満＝２００円】 

【２.５ｍ超える＝直接搬入】 

令和５年７月２５日発行 No.332 
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インターネット専用全国自治宝くじ（クイックワン）が、次の期間で発売されます。この宝く

じの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくりに使われます。 
 

【発売期間】第５４回～第５８回：８月１日（火）～３１日（木） 

      第５９回～第６３回：９月１日（金）～３０日（土） 
 

 第５４回 第５５回 第５６回 第５７回 第５８回 

金額 300円 500円 200円 200円 100円 

当せん金（１等） 1,500万円 5,000万円 100万円 300万円 10万円 

当せん金（２等） 100万円 100万円 1万円 1万円 1,000円 

 

 第５９回 第６０回 第６１回 第６２回 第６３回 

金額 300円 300円 200円 200円 100円 

当せん金（１等） 1,000万円 1,500万円 100万円 200万円 10万円 

当せん金（２等） 100万円 100万円 1万円 1万円 1,000円 
 

【問い合わせ先】北海道市町村振興協会 ℡０１１－２３２－０２８１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日 内科当番 外科当番 

８月 ６日（日） 
遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

遠軽共立病院 

（℡0158-42-5215） 

８月１１日（金） 

遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 
８月１３日（日） 

みずしま内科クリニック 

（℡0158-42-3214） 

８月１５日（火） 
遠軽厚生病院 

（℡0158-42-4101） 

８月２０日（日） 
はやかわクリニック 

（℡0158-42-2700） 

遠軽共立病院 

（℡0158-42-5215） 

８月２７日（日） 
瀧本皮膚科クリニック 

（℡0158-42-8048） 

曽我病院 

（℡2-2001） 

インターネット専用全国自治宝くじ（クイックワン）が発売されます 
○上企画財政課 財政Ｇ ２－５８６２ 

令和５年７月２５日発行 No.332 

８月の当番病院のお知らせ 
○湧健康こども課 健康相談Ｇ ５－３７６５ 
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日本赤十字社では、令和５年台風第２号等大雨災害で被災した方々を支援するため、下記のと

おり義援金を受け付けています。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。 

 

【義援金名称】令和５年台風第２号等大雨災害義援金 

【受付期間】９月３０日（土）まで（役場へ持参する場合は、９月１９日（火）まで） 

【受付方法】（１）郵便振替 

●加入者名：日赤令和５年台風第２号等大雨災害義援金 

●記号番号：００１８０－１－７９２６８９ 

※郵便局窓口での取り扱いの場合、振替手数料は免除されます。 

※受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。  
 

（２）銀行口座 

口座名義：日本赤十字社
ニホンセキジュウジシャ

（下記３銀行共通） 

三井住友銀行  すずらん支店 （普）２７８７５９４ 

三菱ＵＦＪ銀行 やまびこ支店 （普）２１０５５９２ 

みずほ銀行   クヌギ支店  （普）０６２０６１８ 

※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。 

※受領証が必要な場合は、次の内容をご連絡ください。 

●住所  ●氏名（受領証の宛名） ●電話番号 

●寄付日 ●寄付額 ●振込金融機関名・支店名 

連絡先は日赤本社パートナーシップ推進部会員課 ℡０３－４３６３－２０５６  
 

（３）役場窓口への持参 

受付窓口：○湧福祉課（日本赤十字社湧別町分区事務局） 

○上住民税務課、中湧別出張所 

【寄付金控除】この義援金は、寄付金控除の対象となります。 

       個人の寄付：個人住民税および所得税の寄付金控除を受けることができます。 

       法人の寄付：通常の寄付金の損金算入限度額と合わせて、別枠で算出した特定公 

益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額を、損金に算入するこ 

とができます。 

 

 

 

 

 

お申し込みはお早めに！８・９月の総合健診 
 

お申し込みがまだお済みでない方は、下記までお電話ください。 

○湧健康こども課 健康相談グループ ℡５－３７６５ 

 

 

令和５年台風第２号等大雨災害義援金を受け付けています 
○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

令和５年７月２５日発行 No.332 
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北見年金事務所による年金相談が、次の日程により開催されます。年金相談は、会場における

混雑を緩和しお客さまの相談時間を十分に確保するため、完全予約制です。相談予約は、電話に

てお申し込みください。 
 

開設日 開設会場 開設時間 

８月 ２日（水） 

紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時   ～ 午後５時 

８月 ３日（木） 午前 ９時   ～ 午後２時３０分 

９月１４日（木） 
遠軽町保健福祉総合センター・げんき21 
（遠軽町1 条通北1 丁目） 午前１０時   ～ 午後４時 

１０月１８日（水） 

紋別市民会館（紋別市潮見町１丁目） 

午後 １時   ～ 午後５時 

１０月１９日（木） 午前 ９時   ～ 午後２時３０分 

 

【電話予約申込先】北見年金事務所お客様相談室 ℡０１５７－２５－８７０３ 

※相談日の１カ月前から受け付けしています。 

※人数に制限がありますので、詳しくは北見年金事務所お客様相談室まで 

お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

お盆の時期が近づいてきましたので、湧別地区内墓地の清掃が下記の日程で行われます。 

また、上湧別地区内墓地は清掃日を設けていませんが、各自で清掃し、お墓をきれいにしてお

盆を迎えましょう。先祖や親族の眠る墓地の環境美化にご協力をお願いします。 

 

【清掃日程】 

墓地名 日時 

湧別墓地 ８月６日（日）午前９時～ 

信部内墓地 ８月６日（日）午前９時～ 

登栄床墓地 ８月１日（火）午後１時３０分～ 

芭露墓地 ８月６日（日）随時 

上芭露墓地 ８月７日（月）午前５時～ 

西芭露墓地 ８月７日（月）午前７時～ 

志撫子墓地 ８月６日（日）午後１時～ 

※自治会の都合で日程が変更される場合があります。 

 

お墓をきれいにしましょう 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

令和５年７月２５日発行 No.332 

北見年金事務所出張相談所を開設します 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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【清掃方法】●鎌またはクワなどで敷地内の草を刈り取ってください。また、通路など敷地外で 

あっても、協力して草刈りをしてください。 

●湧別墓地は、刈り取った草は西側の土手に捨ててください。なお、湧別斎場の裏 

に一輪車がありますので、ご利用ください。 

      ●使用許可を受け、現在使用していない区画も必ず草刈りをしてください。 

●お供え物、ゴミ（包装フィルム、空き缶、ポリ袋など）は必ずお持ち帰りくださ 

い。墓地にゴミ捨て場所はありません。 

●当日都合が悪い方は、お盆前までに清掃を済ませてください。 

 

 

 

 

 

介護保険４施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院）

や、ショートステイを利用する方は、食費・居住費はご本人による負担が原則ですが、次の対象

要件に該当する方は、負担限度額認定を申請することができます。食費・居住費の負担額を軽減

できますので、希望される方は申請をお願いします。 

 

【対象者】下記の所得要件、預貯金などの額の要件を満たす方。 

所得要件 預貯金などの額 負担段階 

生活保護受給者 － 

第１段階 

世帯全員（世帯を分離 

している配偶者含む）が 

住民税非課税 

老齢福祉年金受給者 
単身：1千万円以下 

夫婦：2千万円以下 

本人年金収入額＋合計所得金額が 

80万円以下 

単身：650万円以下 

夫婦：1,650万円以下 
第２段階 

本人年金収入額＋合計所得金額が 

80万円を超え120万円以下 

単身：550万円以下 

夫婦：1,550万円以下 
第３段階① 

本人年金収入額＋合計所得金額が 

120万円を超える 

単身：500万円以下 

夫婦：1,500万円以下 
第３段階② 

 

【必要なもの】●印鑑 ●預貯金（普通・定期）通帳の写しや有価証券などの写し 

【認定証】●負担限度額認定証の有効期間は８月１日～翌年７月３１日です。新たに申請する場 

合は、申請した月の１日から有効となります。 

     ●負担限度額認定証をすでにお持ちの方には、更新のお知らせを送付しています。必 

要な方は、申請をお願いします。 

     ●負担段階に応じて軽減額が変わります。 
 

 

 

 

介護保険負担限度額認定制度をご利用ください 
○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 

令和５年７月２５日発行 No.332 
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「（仮称）上湧別地区義務教育学校」の令和７年４月１日の開校に向け、校舎増築などの整備工事

が始まっています。工事期間中は、上湧別中学校付近では大型車両の通行が多くなります。ご迷惑を

おかけしますが、皆さまのご理解とご協力をお願いします。 
 

【工事場所】上湧別中学校に隣接（上湧別屯田市街地） 

【工事期間】令和６年７月１日（月）まで 

【施工業者】建築主体工事：(株)渡辺組 

      電気設備工事：北海・児玉・為廣経常建設工事共同企業体 

      機械設備工事：池田・高柳・長谷川経常建設工事共同企業体 

【整備概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 西３線道路拡幅工事および橋の補修工事のため、町内の道路において「片側交互通行」になり

ます。ご迷惑をおかけしますが皆さまのご理解、ご協力をお願いします。 

※天候や作業内容により、片側交互通行の期間の延長がある場合があります。 
 

◆西３線道路拡幅工事【施工場所】西３線道路（湧別町旭） 

【規制期間】１１月３０日（木）まで 
 

◆橋の補修工事【施工場所】支流の沢道路 熊の子橋（湧別町富美） 

東３号線道路 ３号橋（湧別町東） 

【規制期間】１０月３０日（月）まで 

 

●施工業者 （株）中川組 ℡０１５８６－５－２１３７  

紋別郡湧別町錦町３５９番地  

（仮称）上湧別地区義務教育学校の整備工事を行っています 
教育委員会 教育総務課 学校教育Ｇ ５－３１４３ 

令和５年７月２５日発行 No.332 

西３線道路拡幅工事および橋の補修工事にともなう交通規制 
○上建設課 建設Ｇ ２－５８６９ 

 


